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く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

相
談
・
講
座
・
催
し

子
育
て
・
教
育

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

掲

示

板

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

　

次
の
年
齢
の
市
民
を
対
象
に
、

歯
科
健
診
を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
４
月
２
日
～
令
和
７
年

４
月
１
日
の
間
に
76
・
80
歳
に

な
る
人
。（
対
象
者
に
は
通
知

し
ま
す
）

費
用　
無
料
（
治
療
費
は
自
己
負

担
）

検
査
項
目　
問
診・口
腔
内
審
査・

総
合
判
定
・
口
腔
衛
生
指
導

実
施
期
間　
令
和
７
年
２
月
28
日

㈮
ま
で

申
事
前
予
約
が
必
要
。
通
知
に

記
載
の
歯
科
医
院
に
直
接
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課　
国
保
年
金
係

☎
７
７
３・６
６
６
１

子
育
て
・
教
育

会
計
年
度
任
用
職
員（
パ
ー
ト
タ

イ
ム
職
員
）登
録
制
度 

看
護
師
・

保
育
士
・
調
理
員
を
募
集
中

　
こ
の
制
度
は
、
保
育
園
で
パ
ー

ト
タ
イ
ム
職
員
が
必
要
な
場
合
に

素
早
く
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
働

き
た
い
人
を
あ
ら
か
じ
め
登
録
す

る
制
度
で
す
。

対
象
者　
保
育
園
で
働
き
た
い
人

（
年
齢
・
性
別
・
経
験
不
問
）

※
勤
務
先
は
本
人
・
家
族
の
子
ど

も
が
入
園
し
て
い
な
い
園

共
通
事
項

賃
金
（
時
給
）

①
看
護
師
：
１
，５
６
０
円

②
准
看
護
師
：
１
，５
６
０
円

③
保
育
士
（
有
資
格
）：

　
１
，１
６
０
円

④
保
育
助
手
：
１
，０
９
０
円

⑤
調
理
員
（
有
資
格
）：

　
１
，０
３
０
円

⑥
調
理
助
手
：
１
，０
１
０
円

選
考
方
法　
書
類
審
査
と
面
談

勤
務
先　
市
内
の
16
保
育
園

勤
務
期
間　
令
和
７
年
３
月
31
日

ま
で
（
年
度
ご
と
の
更
新
）

登
録
期
間　
登
録
日
～
令
和
７
年

３
月
31
日

交
通
費　
市
条
例
と
規
則
に
よ
り

支
給

有
給
休
暇　
月
１
日

社
会
保
険
な
ど　
社
会
保
険
（
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
）
と
、

雇
用
保
険
へ
の
加
入
は
勤
務
条

件
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

通
年
雇
用

勤
務
日

①
～
④
：
月
～
土
曜
日
の
う
ち
、

週
５
日

⑤
⑥
：
月
～
金
曜
日

勤
務
時
間

①
～
④
：
午
前
７
時
～
午
後
７
時

の
う
ち
、
最
長
７
時
間
30
分
、

最
短
２
時
間
（
４
時
間
以
上
の

勤
務
で
休
憩
１
時
間
）

⑤
⑥
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
の
う
ち
、
最
長
７
時
間
30
分
、

最
短
３
時
間
（
４
時
間
以
上
の

勤
務
で
休
憩
１
時
間
）

日
々
雇
用

勤
務
日

①
～
③
：
ア　
月
～
金
曜
日
、
イ　

土
曜
日

④
：
ア　
特
別
・
延
長
保
育
（
随

時
）
月
～
金
曜
日
、
イ　
月
～

金
曜
日
、
ウ　
土
曜
日

⑤
⑥
：
月
～
金
曜
日

勤
務
時
間

①
～
⑥
：
午
前
７
時
～
午
後
７
時

の
う
ち
、
最
長
７
時
間
45
分
、

最
短
１
時
間
（
４
時
間
以
上
の

勤
務
で
休
憩
１
時
間
）

問
・
申
子
育
て
支
援
課　

☎
７
７
３・６
８
２
２

く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

日本脳炎予防接種
　日本脳炎の予防接種は、平成17～ 21年度に積極的勧奨の差し控えがありましたが、新たなワクチンが
開発され、従前と同様に接種できます。
　平成16～ 18年度に生まれた人は、平成17～ 21年度に日本脳炎の予防接種を受けていないことがあ
ります。母子健康手帳などを確認し、下表に沿って、接種を受けてください。平成16年６月２日～平成
19年４月１日生まれの人は、20歳の誕生日の前日まで、日本脳炎の定期予防接種を受けることができます。
※�予診票の再発行が必要な人は、母子健康手帳を持ち、保健課、子育て支援課、大和・塩沢市民センター
におこしください

標準的な接種
１期接種（合計３回） ２期接種（１回）

３歳時に２回、その後おおむね１年をお
いて（４歳時）１回

１期（全３回の接種）終了後、９歳から
10歳に達するまでに１回接種する

生年月日：平成19
年4月2日以降

３回目は、２回目から６か月を経過して
いれば接種可。７歳半が接種期限です。
期限内に不足回数を接種しましょう。

９歳のときに１回。９歳の誕生月前月に
接種券を郵送します。13歳の誕生日前
日が接種期限です。

生年月日：平成16
年6月2日～平成
19年4月1日

未接種の人は不足回数を接種しましょ
う。郵送した接種券をご利用ください。
※20歳以上になると全額自費

１期が完了したら２期を接種しましょ
う。郵送した接種券をご使用ください。
※20歳以上になると全額自費

問保健課 ☎７７３・６８１１


